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副食費の取扱いについて 

（幼稚園・認定こども園１号認定子ども） 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園・高校企画推進担当 



副食費における新制度移行園（１号認定）及び新制度未移行の幼稚園の事務について 

 

令和元年７月 

幼稚園・高校企画推進担当 

 

  令和元年 10 月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、これまで実費徴収としていた副

食費について、年収が 360 万円未満相当世帯（市民税所得額が 77,100 円以下の世帯）の

子ども、全ての世帯の第３子以降の子どもに係る副食（おかず・おやつ等）の費用が無償

化の対象となります。 

  新制度移行園（１号認定）においては、対象の副食費を免除し、公定価格により副食代

相当分の加算を行うことになります。 

  また、新制度未移行の幼稚園においては、対象者に対して副食代を徴収していただきま

すが、年間の実費徴収額に応じて市から対象者へ補助金として交付します。（月額上限

4,500 円） 

  ついては、今後施設の方に行っていただく事務については次のとおりです。 

 

１ 無償化開始前（10月まで） 

  副食費の決定 

  ・ 幼稚園においては、現行も給食費については保護者から実費徴収しているところで

すが、幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費も無償化の対象となることから、給食

費のうち、副食費を決定していただく必要があります。 

  ⇒ 徴収額は、施設の子どもを通じて均一となるため、アレルギー除去食等の特別食を

提供する子どもについても、他の子どもと異なる徴収額とする必要はありません。 

  ⇒ おやつや牛乳、お茶代は副食費に含む。調理に係る人件費や光熱水費、減価償却費

は含みません。 

  ⇒ 徴収額は月額を基本とし、月途中の入退園がある場合には、日割り等の減額調整が

可能です。 

 

２ 無償化開始後（10月以降） 

 ① 新制度移行の認定こども園（１号認定）・幼稚園（私立） 

  市から副食代免除対象者リスト（１号認定分）を受け取ります。 

   ・ 免除対象者は、年収 360 万円未満相当の世帯の全ての子ども 

   ・ 全所得階層の第 3子以降の子 

     ただし、小学校第３学年修了前とします。 

   ⇒ 税が更生された場合は、原則として更生が分かった翌月から変更することとし、

遡及はしません。 



   副食代免除対象者リストに記載されている世帯からは副食費を徴収しません。 

    ⇒ 施設が設定した副食費が 4,500 円を超えた場合であっても、免除対象者から

超えた部分を徴収することはできません。 

    免除した金額を市へ加算として請求し、加算を受け取る 

    ⇒ 加算額は施設における副食費の設定金額に関わらず、月額 4,500 円（上限）と

する。 

 

  新制度未移行の幼稚園 

    利用者全員から副食費を徴収してください。 

    市から副食費の無償化対象者リストと対象者分の補助金申請書等を受け取り、当

該申請書等を対象者へ配付してください。（令和２年３月初旬を予定） 

   ・ 対象者は、年収 360 万円未満相当の世帯の全ての子ども 

   ・ 全所得階層の第 3子以降の子 

     ただし、小学校第３学年修了前とします。 

    対象者から申請書等を回収し、市へ提出してください（令和２年３月末を予定） 

    市で確認後、対象者へ直接、補助金の決定通知を送付（令和２年４月中を予定） 

   対象者の口座へ直接補助金を支払います（令和２年５月中を予定） 

    ただし、補助金の上限額が月額 4,500 円であるため、当該額を超えた費用について

は保護者負担となります。 

    補助金の交付については、子ども・子育て支援事業における実費徴収に係る補足給

付事業にて実施します。 

ついては、国が発出を予定している要綱を準則に、本市おける要綱の制定後、改め

て各施設に事務手順等を含めて通知します。 

 

以 上 



幼児教育・保育の無償化に関する
都道府県等説明会（R1.5.30）資料（抄）

（副食費関係）
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